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移動等円滑化基準チェック表 
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基準省令 

第 2条 

車いす用駐車スペースを駐車場の規模に応じて必要数設けているか 

・駐車施設の数が 200台以下の場合…駐車施設の数×2％以上 

・駐車施設の数が 200台超の場合…駐車施設の数×1％＋2以上 

  

幅は、３．５m以上あるか   

車いす使用者駐車施設表示をすること   

移

動

円

滑

化

経

路 

長さが出来るだけ短くなる位置に設けること   

 

基準省令 

第 3条 

道又は、公園、広場その他の空き地までの経路のうち１以上を

移動円滑化経路とする 
  

経路上に段を設けないこと（傾斜路を併設する場合を除く）   

出入口の幅は、８０㎝以上   

通路幅は、１．２m以上、５０m以内ごとに車いすの転回に支障

がない場所を設けること 

 

 

 

 

傾斜路の幅は、段に代わるものは１．２m以上、段に併設するも

のは、９０㎝以上 
  

傾斜路の勾配は、１/1２を超えないこと 

（高さが１６㎝以下のものは１/８） 
  

傾斜路の高さが７５㎝を超えるものは、(勾配が１/２０を超える

ものに限る)は、高さが７５㎝以内ごとに踏幅が１．５m以上の

踊場を設けること。 

 

 

 

 

傾斜路の勾配が１/１２を超え、又は高さが１６㎝を超え、かつ、

勾配が１/２０を超える場合、手すりを設けること 
  

 


